
県民いきいき活動奨励賞 顕彰要綱 

 
（趣旨） 
第１条 「生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現」のためには、県民一人ひとりが
地域の様々な課題に関心を持ち、その課題解決に向け自らできることから行動すること
が大切です。 

  営利を目的とせず、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的として自発
的に行われる活動である「県民いきいき活動」への関心をより一層高めるとともに、県
民いきいき活動を行う団体について社会的評価を高めるため、県民いきいき活動のうち
特に優れたものに対し「県民いきいき活動奨励賞」（以下、「奨励賞」という。）を授与す
ることとし、そのために必要な事項をこの要綱で定めるものとします。  

 
（表彰者） 
第２条 表彰者は、知事とします。 
 
（部門） 
第３条 部門は、次の３つとします。 
（１） NPO・ボランティア部門  

ボランティア団体、市民活動団体及び NPO 法人等が行う県民いきいき活動を対象
とします。（個人は対象外とします。） 

（２）企業部門  
企業が地域貢献を目的として行う県民いきいき活動を対象とします。 

（３）ユース部門 
   生徒・学生やこれに相当する年齢の青少年が構成員である団体が行う県民いきい 
  き活動を対象とします。 

 
（表彰の対象） 
第４条 県内に主たる事務所を有する団体、県内に本支店または営業所等を有する企業若 

しくは県内に所在する高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校、大学、専修・ 
各種学校の生徒・学生やこれに相当する年齢の青少年が構成員の大半である団体が、 
様々な分野において自主的・主体的に取り組む活動であり、次のいずれにも該当す 
るものとします。ただし、ユース部門においては、学校の教育課程として行われる 
教育活動を除きます。 

 （１）地域課題に積極的に取り組むもの。 
 （２）顕著な結果や効果が認められ、地域社会への貢献度が高いもの。 
２ この要綱により、既に表彰を受けている団体の活動は対象としません。ただし、当該
表彰から相当期間を経過し、且つ表彰を受けた活動と異なる活動を行っている場合はこ
の限りではありません。  

３ 暴力団等反社会的勢力と認められる団体は対象としません。 
 
（受賞候補者の選考）  
第５条 環境生活部において受賞候補者の事前選考を行った後、県民いきいき活動奨励賞 

審査委員会において選考します。 
 
（推薦基準） 
第６条 次の各号に該当するものであること。  
（１）対象活動を行った期間が、NPO・ボランティア部門及び企業部門においては概ね５ 

年以上、ユース部門においては概ね 3 年以上であること。 
 （２）対象活動が将来にわたり継続する見込みがあること。  
 
（推薦方法） 
第７条 推薦は、自薦、他薦を問わないものとします。 
 
（表彰の方法） 
第８条 受賞者には、賞状を授与します。 
２ 受賞者への表彰は、毎年１回行います。 
 
（所掌） 
第９条 奨励賞に関する事務は、環境生活部環境生活総務課において処理します。 
 
 
 
（その他） 



第１０条 この要綱に定めるもののほか、奨励賞の顕彰に関し必要な事項は、別に定めま 
す。  

 
 
 
   附則 
 この要綱は、平成１７年１２月１６日から施行します。 
 
   附則 
 この要綱は、平成１９年１２月２７日から施行します。 
 

附則  
この要綱は、平成２２年３月３１日から施行します。 

 
附則  

この要綱は、平成２５年７月２３日から施行します。 
 
  附則 
この要綱は、平成２６年７月２５日から施行します。 

 
附則  

この要綱は、平成２８年７月５日から施行します。 
 

  附則 
この要綱は、令和５年６月１日から施行します。  
 
  附則 
この要綱は、令和８年６月１日から施行します。  


